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会  議  録 

 

 審議会等の会議を次のとおり開催しました。 

 

●審議会の名称 

 第３０回綾瀬市景観審議会（書面会議） 

 

●第３０回綾瀬市景観審議会経過表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●議題 

 諮問第２３号 綾瀬市景観計画区域における行為に係る事前協議の内容について

（巴工業株式会社による建築物の新築、開発行為） 

 

●参加者 

【景観審議会委員 ７名】 

 菅孝能委員、大橋南海子委員、吉田愼悟委員、海老澤模奈人委員、 

加藤伸一委員、中島操委員、富樫出穂委員 

 

【諮問第２３号 届出者】 

 巴工業株式会社 代表取締役 玉井 章友 

 

 

 

 

 

日付 内容 

令和７年９月１８日（木） 巴工業株式会社より「協議書」が市へ提出される。 

令和７年９月１８日（木） 綾瀬市より「諮問書」を綾瀬市景観審議会へ送付する。 

令和７年９月２９日（月） 
審議会より「開催通知」が各委員及び届出者に送付され

る。 

令和７年１０月１７日（金） 
審議会委員より「届出者への意見・質問」が、事務局へ

提出される。 

令和７年１０月２２日（水） 
事務局にて各委員の意見等を集約し、届出者へ通知す

る。 

令和７年１１月１０日（月） 
届出者より「意見・質問に対する回答」が、事務局へ提

出される。 

令和７年１１月１７日（月） 事務局より届出者の回答を各委員へ送付する。 
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●概要 

【諮問第２３号】 

届出者   ：巴工業株式会社 代表取締役 玉井 章友 

行為の場所 ：綾瀬市深谷中八丁目６４７２番８ 

行為の種類 ：建築物の新築、開発行為 

建築物の用途：工場 

 


